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○ 庄 原 市 出 前 ト ー ク 実 施 要 綱  

平 成 1 7年 ８ 月 １ 日 告 示 第 2 0 8号  

改 正  

平 成 2 0年 １ 月 1 8日 告 示 第 ５ 号  

平 成 2 0年 ３ 月 3 1日 告 示 第 6 4号  

平 成 2 3年 ３ 月 3 1日 告 示 第 4 1号  

平 成 2 8年 ３ 月 3 1日 告 示 第 4 2号  

庄 原 市 出 前 ト ー ク 実 施 要 綱  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 市 民 等 が 構 成 す る 団 体 か ら の 要 請 に 基 づ き 、 集 会 、 学 習 会 等 （ 以 下 「 集 会 等 」

と い う 。 ） に 市 職 員 を 派 遣 し 、 職 員 の 専 門 知 識 を 生 か し た 説 明 、 懇 談 等 （ 以 下 「 出 前 ト ー ク 」 と い

う 。 ） を 行 う こ と に よ り 、 市 民 の 市 政 に 対 す る 理 解 を 深 め 、 ま ち づ く り へ の 意 識 啓 発 を 図 る と と も

に 、 市 民 の 要 望 及 び 意 見 を 幅 広 く 市 政 に 反 映 さ せ 、 市 民 と 行 政 と の 協 働 に よ る ま ち づ く り を 進 め る

こ と を 目 的 と す る 。  

（ 事 務 の 所 管 ）  

第 ２ 条  出 前 ト ー ク に 関 す る 総 括 及 び 受 付 事 務 は 、 総 務 部 行 政 管 理 課 が 行 い 、 派 遣 及 び 説 明 等 に 関 す

る 事 務 は 、 そ れ ぞ れ の 担 当 の 課 、 室 、 局 、 ま た は 所 （ 以 下 「 担 当 課 」 と い う 。 ） が 行 う 。  

（ 対 象 団 体 ）  

第 ３ 条  出 前 ト ー ク の 対 象 団 体 は 、 市 内 に 在 住 し 又 は 通 勤 し 若 し く は 通 学 す る 市 民 等 で 構 成 さ れ た 団

体 （ 以 下 「 団 体 」 と い う 。 ） で 、 そ の 構 成 員 を 対 象 と し た 集 会 等 を 開 催 す る 団 体 と す る 。  

（ 内 容 ）  

第 ４ 条  出 前 ト ー ク の 内 容 は 、 原 則 と し て 別 に 定 め る 出 前 ト ー ク メ ニ ュ ー に よ る 。  

（ 開 催 方 法 ）  

第 ５ 条  出 前 ト ー ク は 、 次 の と お り 実 施 す る も の と す る 。  

(１ )  参 加 者 は 、 お お む ね 1 0人 以 上 と す る 。  

(２ )  時 間 は 、 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ９ 時 ま で の １ 回 当 た り ２ 時 間 以 内 と す る 。  

(３ )  説 明 員 は 、 市 の 職 員 と す る 。  

(４ )  開 催 場 所 は 、 市 内 に 限 る も の と し 、 施 設 等 の 利 用 に つ い て は 、 団 体 の 責 任 に お い て 行 う も の

と す る 。  

（ 申 込 み ）  
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第 ６ 条  出 前 ト ー ク を 申 し 込 も う と す る 団 体 の 代 表 者 （ 以 下 「 代 表 者 」 と い う 。 ） は 、 開 催 希 望 日 の

お お む ね ２ 週 間 前 ま で に 、 出 前 ト ー ク 申 込 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 市 長 に 提 出 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 申 込 書 の 提 出 は 、 電 話 等 で 必 要 事 項 を 通 知 す る こ と で 代 え る こ と が で き る 。  

３  前 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 込 み を 行 っ た 代 表 者 が 、 日 時 、 場 所 、 内 容 等 の 申 込 み 事 項 を 変 更 し よ う と

す る と き 又 は 中 止 し よ う と す る と き は 、 速 や か に 市 長 に 届 け な け れ ば な ら な い 。  

（ 決 定 等 ）  

第 ７ 条  前 条 の 規 定 に よ る 申 込 み が あ っ た と き は 、 総 務 部 行 政 管 理 課 は 担 当 課 と 開 催 に つ い て の 調 整

を 行 い 、 可 否 を 決 定 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 可 否 の 決 定 を 行 っ た と き は 、 出 前 ト ー ク 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 の １ 又 は 様 式

第 ２ 号 の ２ ） に よ り 申 込 み 代 表 者 に 通 知 す る 。  

（ 制 限 ）  

第 ８ 条  集 会 等 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 申 込 み を 承 諾 し な い 。  

(１ )  公 益 を 害 し 、 又 は 善 良 な 風 俗 を 乱 す お そ れ が あ る と き 。  

(２ )  政 治 、 宗 教 又 は 営 利 を 目 的 と す る お そ れ が あ る と き 。  

(３ )  出 前 ト ー ク の 目 的 に 反 す る と 認 め ら れ る と き 。  

(４ )  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る と き 。  

（ 報 告 書 の 提 出 ）  

第 ９ 条  出 前 ト ー ク の 実 施 後 は 、 担 当 課 で 速 や か に 出 前 ト ー ク 実 施 結 果 報 告 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 作 成

し 、 総 務 部 行 政 管 理 課 へ 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ そ の 他 ）  

第 1 0条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 2 0年 １ 月 1 8日 告 示 第 ５ 号 ）  

こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 2 0年 ３ 月 3 1日 告 示 第 6 4号 ）  

こ の 告 示 は 、 平 成 2 0年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 2 3年 ３ 月 3 1日 告 示 第 4 1号 ）  

こ の 告 示 は 、 平 成 2 3年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 2 8年 ３ 月 3 1日 告 示 第 4 2号 ）  
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こ の 告 示 は 、 平 成 2 8年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

様 式 （ 省 略 ）  


